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背景
近年の法令改正に伴い防耐火規制等の合理化が進む中、避難関係規定については、基準が古く性能規定化
が十分に行われていないことや、現状にそぐわないものが見受けられることが課題となっている。
特に排煙関係規定については、性能規定化が求められるとともに、自動化に関する課題や木造化等のニー
ズが想定されることから、ヒアリングによる合理化項目の抽出、実験等による技術的な検証を行った。
また、建物の複合化・複雑化、木造化などにより避難施設等の重要性・安全性について検討を進める必要
がある。ここでは、避難施設等を構成する防火材料の性能について、技術的な検証を行った。
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F２８ 避難施設等の合理化に係る検討

調査の背景・目的

（イ）ニーズの調査・仕様案及び試験方法の検討
避難関係規定等について、合理化ニーズを調
査するとともに、避難施設等の仕様案及び性
能評価方法を検討する。

（ロ）性能確認試験の実施
（イ）で提案された性能評価方法に基づき必
要に応じて実験等を行う。

（ハ）基準化の検討
（イ）及び（ロ）の検討内容を踏まえ、技術
的資料をまとめる。

調査の内容

令和６年度
建築基準整備促進事業成果報告会
F２8避難施設等の合理化に係る検討

検討対象：
排煙設備、防火材料及び散水設備

合理化目標の設定
排煙設備：ニーズ調査（ヒアリング実施）

現行排煙規定の分析
性能的合理化案の検討

防火材料：評価法に関するヒアリング実施
試験の実施

散水設備：種々の散水設備の性能整理

（技術的資料の取りまとめは来年度）

令和６年度の検討内容
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F２８ 避難施設等の合理化に係る検討

実施体制と委員会・作業部会開催状況

令和６年度
建築基準整備促進事業成果報告会
F２8避難施設等の合理化に係る検討

連携国土交通省
住宅局参事官
(建築企画担当)付、
国土技術政策

総合研究所

一般社団法人
建築性能基準推進協会

アイエヌジー株式会社
国立大学法人東京大学

（仮称）避難施設等の合理
化に係る検討委員会

実験・調査作業部会
・排煙設備検討WG
・防火材料検討WG

性能評価機関
民間確認検査

機関

国立研究開発法人

建築研究所

ゼネコン
材料メーカー
設備メーカー

共同
研究

情報
交換

情報
交換

委員会：委員長 吉岡英樹（東京大学）
開催 ８月、２月（各検討WGの検討状況の総括）

排煙設備検討WG：主査 森山修治（日本大学）
開催 9月、11月、1月（ヒアリング項目、現行規制の分析、性能的合理化）

防火材料検討WG：主査 西尾悠平（建築研究所）
開催 9月、11月、1月（材料評価法に関するヒアリング、試験対象の選定）

※散水設備の検討については、建築研究所が主体となって行った。



背景
現行の排煙規定は、建築基準法第35条でいう、「避難上及び消火上」支障がないようになされるもので
あるが、建築基準法施行令第126条の2並びに同第126条の3では、排煙設備の設置によってもたらされ
る安全の状態は明示されてはおらず、仕様的な表現で設置基準並びに構造基準が規定されているものであ
る。ここでは、排煙設備の法令基準を合理化するために、現行の排煙設備関連規定の成り立ちを整理し、
排煙設備に求める機能要件と性能水準について議論する。そのうえで、性能的表現に基づく仕様基準案の
提示を試みる。また現行の仕様規定の告示化にあたり、過去の基準整備促進事業で得られた結果も合わせ
て整理検討を行った。
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F２８ 避難施設等の合理化に係る検討

◎排煙関係規定の合理化の検討

令和６年度
建築基準整備促進事業成果報告会
F２8避難施設等の合理化に係る検討

令和６年度の検討内容

① ニーズ調査（ヒアリング実施）

② 現行規定の分析

③ 性能的な合理化案

排煙計画にあたり一般的な方法にも拘わらず、法令告示で定められていない項目として、天井
チャンバー方式排煙及び防煙区画の構造を取り上げ、設計者の考え方をヒアリングした。また、
設置した排煙設備の効果を確実とするための起動方法についてもヒアリングを行った。

現行規定の設立時の検討内容について、当時の文献等に基づいて分析する。建築物の避難安全性
能確保に対する効果について定性的・定量的な評価を試み、合理化に必要な検討項目を提示した。

避難検証法と同様に建物の避難安全性能を総合的に評価する中で、排煙設備の果たす役割を明確
にし、仕様規定として落とし込む検討を行った。
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F２８ 避難施設等の合理化に係る検討

◎排煙関係規定の合理化の検討

令和６年度
建築基準整備促進事業成果報告会
F２8避難施設等の合理化に係る検討

① ニーズ調査（ヒアリング実施）

排煙計画にあたり一般的な方法にも拘わらず、法令告示で定められていない項目として、天井
チャンバー方式排煙及び防煙壁の構造を取り上げ、設計者の考え方をヒアリングした。また、設
置した排煙設備の効果を確実とするための起動方法についてもヒアリングを行った。

１ 天井チャンバー方式排煙に関するヒアリング内容（回答数64）

主な回答設 問

65％が経験あり天井チャンバー排煙の設置経験1‐1

事務所ビルの居室が26件で最大。設置場所1‐2

コストダウン（27%）、安全性向上（11％）、
設計自由度向上（13％）

選択理由1‐3

「新・排煙設備技術基準」など学会等が取りまとめた
文献利用が過半。自己所有のマニュアルの回答も。

設計に用いた資料など1‐4

「防煙区画の構造」と「必要排煙風量の確認方法」設計にあたり留意すべき点1‐5

天井チャンバー排煙は広く使われている排煙方法であるが、風量の確認方法が明確でないこ
とから、天井内状況の影響を制御できないことが懸念されているように思われる。風量を測
定する場所を明確にすることで天井内部の設計方法も基準化が進むものと考えられる。
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F２８ 避難施設等の合理化に係る検討

◎排煙関係規定の合理化の検討

令和６年度
建築基準整備促進事業成果報告会
F２8避難施設等の合理化に係る検討

① ニーズ調査（ヒアリング実施）

排煙計画にあたり一般的な方法にも拘わらず、法令告示で定められていない項目として、天井
チャンバー方式排煙及び防煙壁の構造を取り上げ、設計者の考え方をヒアリングした。また、設
置した排煙設備の効果を確実とするための起動方法についてもヒアリングを行った。

２ 防煙壁に関するヒアリング内容（回答数64）

主な回答設 問

「扉上部の30cm 以上の下がり壁」、「防火防煙

シャッター」、「煙感知器連動防火扉」、「煙感知器連
動防煙垂れ壁」→63％以上
ガラスパーティション→50％件以上

「煙の流動を妨げる効力のあるもの」
の採用実績

2‐1

「扉上部の30cm 以上の下がり壁」→50％
「防火防煙シャッター」→35％
「煙感知器連動防火扉」→27%

「煙の流動を妨げる効力のあるもの」
の告示化が必要と思う仕様

2‐2

「扉上部の30cm 以上の下がり壁」、「防火シャッター

と防煙垂れ壁の離隔距離」、「煙感知器連動防火
扉」などの取扱いについて確認機関と調整。

「煙の流動を妨げる効力のあるもの」
の設計現場における問題点

2‐3

「同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもの」の仕様については、行政協議の中で問題となるこ
とが多く、仕様の明確化・告示化を望む声が多かった。
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F２８ 避難施設等の合理化に係る検討

◎排煙関係規定の合理化の検討

令和６年度
建築基準整備促進事業成果報告会
F２8避難施設等の合理化に係る検討

① ニーズ調査（ヒアリング実施）

排煙計画にあたり一般的な方法にも拘わらず、法令告示で定められていない項目として、天井
チャンバー方式排煙及び防煙壁の構造を取り上げ、設計者の考え方をヒアリングした。また、設
置した排煙設備の効果を確実とするための起動方法についてもヒアリングを行った。

３ 排煙設備の起動方法に関するヒアリング内容（回答数64）

主な回答設 問

建物用途に関わらず廊下に対しては自動起動・遠隔起動
が適当という意見が多かった。

排煙の起動方法として適当な
もの

3‐1

38％が経験あり自動起動の採用経験3‐2

吹抜きなど大空間（11件）、事務所の共用部（11件）自動起動の採用箇所3‐3

安全性向上（17件）、行政等からの指導（4件）自動起動の採用理由3‐4

採用したいが40％、したくない・どちらともいえないが50％今後自動起動を採用したいか3‐5

したい理由：安全性向上
したくない理由：コスト、技術的問題、法令がない、等

3‐5回答の理由3‐6

「（感知器連動などによる）自動起動」については、法令基準に定められていないことから実績が乏し
く、安全性向上への期待と疑問の両方の意見が挙がっている。



１．排煙規定の制定前後の情報の整理
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F２８ 避難施設等の合理化に係る検討

◎排煙関係規定の合理化の検討

令和６年度
建築基準整備促進事業成果報告会
F２8避難施設等の合理化に係る検討

② 現行規定の分析

現行規定の設立時の検討内容について、当時の文献等に基づいて分析する。建築物の避難安全性
能確保に対する効果について定性的・定量的な評価を試み、合理化に必要な検討項目を提示した。

以下の４つのテーマで分析を行った。
（尚、解釈については様々な意見があり、今後の検討の中で見解に変動が生じる可能性がある。）
１．排煙規定の制定前後の情報の整理
２．排煙設備の設置場所の要求の分析
３．排煙設備の構造規定の分析と改善案
４．天井チャンバー排煙

・1971年（昭和46年）：排煙規定(建築基準法施行令第126条の2、同第126条の3)制定

・制定にあたり、建設省が（財）日本建築センターに防排煙基準原案の作成を委託し、これが規定の
骨格になっているとのことである。ただし、この報告書の内容は現行の排煙規定の細々な項目を決
められるほど、内容が充実しているといは言い難い。

・十分な技術的知見がそろっていない状況ではあったが、社会的状況や今後の研究を促す意味合
いも含めて排煙規定を定めたという考えられる。（今後の技術・制度の整備により改善されることを
期待）
・施行令の公布後の1975年（昭和50年）に、「排煙設備技術基準」が発刊。



2．排煙設備の設置場所の要求の分析
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F２８ 避難施設等の合理化に係る検討

◎排煙関係規定の合理化の検討

令和６年度
建築基準整備促進事業成果報告会
F２8避難施設等の合理化に係る検討

② 現行規定の分析

現行規定の設立時の検討内容について、当時の文献等に基づいて分析する。建築物の避難安全性
能確保に対する効果について定性的・定量的な評価を試み、合理化に必要な検討項目を提示した。

（１）建築基準法第35条
現状：適用対象を定めた上で、建築物の構成要素に仕様的条件を定め、「避難上及び消火上支

障がない」の状態を求めている。

合理化案：法35条を性能要求の条文として、概ね、施行令第5章避難施設等、第5章の二特殊建
築物等の内装を、その例示解と整理しなおすのがよい。このとき、必須となる仕様的規定以
外は、性能検証による方法が並列に存在する形になる。第5章の三 避難上の安全の検証
の中に達成すべき性能要件が示されているので、これを法35条に移動する。

「避難検証法」など、総合的に避難安全性を確認できる。

（２）建築基準法施行令第126条の2、第126条の3、並びに平成12年建設省告示第1436号が求める
性能（明示されていないが、条文からの推測）

・当該室で火災が発生した場合、当該室以外に煙が広がることを防ぐ
・当該室以外で火災が発生した場合に、当該室に進入する煙を排出すること
・当該室で火災が発生した場合、当該室から避難するまでの間の避難安全性の確保

（３）避難検証法
・空間の用途、規模、避難施設の状況、煙制御方法などによって避難安全性を達成できる。居室
のみならず、区画あるいは階、もしくは建物全体を対象として居室以外の部分の安全性を確認。



2．排煙設備の設置場所の要求の分析
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F２８ 避難施設等の合理化に係る検討

◎排煙関係規定の合理化の検討

令和６年度
建築基準整備促進事業成果報告会
F２8避難施設等の合理化に係る検討

② 現行規定の分析

現行規定の設立時の検討内容について、当時の文献等に基づいて分析する。建築物の避難安全性
能確保に対する効果について定性的・定量的な評価を試み、合理化に必要な検討項目を提示した。

（４）排煙規定の合理化の方向性

排煙設備に求められる機能要件
P1 出火区画から他区画に煙拡散を抑止
P2 出火区画における避難安全性の確保
P3 避難経路における煙の排出

達成しようとしている機能・性能を明確化した体系とすることが望ましい。
避難安全検証法の体系は、安全性の機能要求が明確であり、避難安全検証の概念
をもとに、現行の仕様規定や、簡易ながら効果的に安全性が達成できる性能検証と
仕様規定の折衷ルート、および、完全なる性能設計のルートとして整理することを試
みることが可能。

避難検証法における安全性の機能要求
V1 居室避難安全性
V2 区画・階避難安全性
V3 全館避難安全性

ルートA２（いわば性能的仕様規定。「性能的な合理化案」へ）



３．排煙設備の構造規定の分析と改善案
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F２８ 避難施設等の合理化に係る検討

◎排煙関係規定の合理化の検討

令和６年度
建築基準整備促進事業成果報告会
F２8避難施設等の合理化に係る検討

② 現行規定の分析

現行規定の設立時の検討内容について、当時の文献等に基づいて分析する。建築物の避難安全性
能確保に対する効果について定性的・定量的な評価を試み、合理化に必要な検討項目を提示した。

（１）排煙設備の目的・設置場所により必要な構造が異なるはずである
（２）排煙風量を規定せずに排煙機容量を規定している
（３）排煙風量の設定の根拠が不明である
（４）排煙風量はシステム設計をしないと確保できない
（５）過剰負圧
（６）自然排煙
（７）排煙設備の稼働の担保性がない
（８）排煙口が複数開放した場合に所定の排煙風量が確保できない（機械排煙）
（９）排煙口の常時閉鎖
（１０）避難経路の排煙が避難経路に煙を引き込む

・現行の建築基準法施行令第126条の2（設置基準）、第126条の3（構造基準）における課題点

・排煙設備に期待される機能要求を、出火室から他室へ煙を広げない、出火室からの避難安全、
避難経路での排煙と考えた場合に、現在の排煙設備の構造がこの要求に見合っているかにつ
いては不明確な部分もあるが、少なくとも、上記の（２）と（７）は、機能の発揮において規定間に
矛盾を抱えている。天井チャンバー排煙の規定と合わせて、詳細な検討は次年度行う。



１．合理化のイメージ
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F２８ 避難施設等の合理化に係る検討

◎排煙関係規定の合理化の検討

令和６年度
建築基準整備促進事業成果報告会
F２8避難施設等の合理化に係る検討

③ 性能的な合理化案

避難検証法と同様に建物の避難安全性能を総合的に評価する中で、排煙設備の果たす役割を明確
にし、仕様規定として落とし込む検討を行った。

以下の（１）～（４）を前提に、排煙設備の設置条件等を合理化する。
（１）現行の排煙基準（以後、A1）はそのまま残し、合理化しない
（２）新たな排煙基準（以後、A2）を追加、建築物ごとにA1とA2を選択可
（３）A2は早期に避難完了し、かつ壁・床または防火設備による煙拡散防止を前提とする
（４）消防活動上必要な排煙設備等は消防法で定められるものとする

 A1 A2 

①防煙区画の仕様 防煙垂れ壁（50cm） 準不燃壁＋10 分間防火設備 
②防煙区画面積 500 ㎡以内 内装準不燃とし、1500 ㎡以内 
③排煙設備 必要（1.0m3/分/㎡） 不要（無窓居室を含む） 
④居室の条件 － 必要（歩行距離、出口幅、子室・孫室） 
⑤廊下（付室）の設置 － 必要（区画仕様、歩行距離、廊下幅、出口幅、滞留

面積） 
⑥階段の条件 － 必要（準耐火構造+防火設備、歩行距離、出口幅、

階段幅、踊場幅） 
⑦最終避難経路の条件 － 必要（準耐火構造+防火設備、通路幅、出口幅） 
⑧全館避難時間の制限 － 60 分以内(P) 
⑨竪穴区画 － 必要（準耐火構造+防火設備） 

 

現行の排煙基準（A1）と新たな排煙基準（A2）の比較
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F２８ 避難施設等の合理化に係る検討

◎排煙関係規定の合理化の検討

令和６年度
建築基準整備促進事業成果報告会
F２8避難施設等の合理化に係る検討

③ 性能的な合理化案

避難検証法と同様に建物の避難安全性能を総合的に評価する中で、排煙設備の果たす役割を明確
にし、仕様規定として落とし込む検討を行った。
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F２８ 避難施設等の合理化に係る検討

◎排煙関係規定の合理化の検討

令和６年度
建築基準整備促進事業成果報告会
F２8避難施設等の合理化に係る検討

③ 性能的な合理化案

避難検証法と同様に建物の避難安全性能を総合的に評価する中で、排煙設備の果たす役割を明確
にし、仕様規定として落とし込む検討を行った。
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F２８ 避難施設等の合理化に係る検討

◎排煙関係規定の合理化の検討

令和６年度
建築基準整備促進事業成果報告会
F２8避難施設等の合理化に係る検討

右表は、新たな排煙基準（A2）
に従い計画した建築物（以後、
A2建築物）の避難関係規定の扱
いを整理したものである。
A2建築物は階避難安全検証法
（高さ判定法B2）に従い仕様等
を定めるため、階避難安全性能を
有する建築物において適用除外可
能な条項および無窓居室に関わる
条項を除外できる。
A2建築物は表中の●印の条項を
適用除外とすることができる（詳
細は次年度検討）。
なお、表中の◇印は現行の避難関
係規定より強化される条項を示し
ている。

③ 性能的な合理化案

2つのシナリオ（火災階の排煙設備に係る条件及び火災階以外の階の居室および避難経路の部
分の排煙設備に係る条件）を想定し、シナリオ毎に安全基準を定める。
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F２８ 避難施設等の合理化に係る検討

◎防火材料の評価方法に関する検討

令和６年度
建築基準整備促進事業成果報告会
F２8避難施設等の合理化に係る検討

① 不燃材料の評価方法に関するニーズ調査（ヒアリング実施）

材料の製作側から現行の評価方法に関する意見を収集し、材料の特性と評価方法の適性について
の考え方や性能に関する意識について調査するためにヒアリングを行った。

１） 発熱性試験に対する評価

・「適当」の評価が多数。その理由としては、「簡
便であること」、「初期火災に対する評価方法と
して適切」という意見が挙げられた。

・「不適当」とする意見は、「実火災に対する評価
に適さず、危険性が見過ごされている」、「試験
体が小さいため、実施工時のような面的評価が
できない」があった。

・試験方法についても問題点としては、大きく２点。
「試験結果にばらつきが大きい」、

「厚みのある材料、加熱中に発泡する材料が、
試験中に口火スパークに接触する」。

０） 回答数と概要
・26の団体・法人から回答を得た。

・採用したい試験方法としては、現行の発熱性試
験が最も多く（23件）、次いで模型箱試験（20件）
であった。
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F２８ 避難施設等の合理化に係る検討

◎防火材料の評価方法に関する検討

令和６年度
建築基準整備促進事業成果報告会
F２8避難施設等の合理化に係る検討

① 不燃材料の評価方法に関するニーズ調査（ヒアリング実施）

材料の製作側から現行の評価方法に関する意見を収集し、材料の特性と評価方法の適性について
の考え方や性能に関する意識について調査するためにヒアリングを行った。

２） 模型箱試験に対する評価

・「実火災に対する評価」、「実施工状態（に近い状態）での評価」が可能であることが、利点として挙げら
れている。

・試験方法としての導入に対しては、「必須とすべき」とする回答はわずかで、選択肢の一つとすべきとの
回答が多かった。これは、試験の合否に対する問題もあるが、試験のハンドリングの悪さや、試験に係
る費用に対する懸念が過半であった。
・上の問題に関連して模型箱試験の代替となる評価方法の検討、開発を求める意見が見られた。

・加熱を受ける部分の亀裂発生、燃焼性ガスが溜まりやすい試験体形状など、試験の合否判断に係る
意見もあった。

３） その他（評価方法全体にかかる意見、試験の組合せなど）

・不燃材料の定義、材料の使用目的に応じた評価方法・等級分類、材料の組成構成に応じた試験方法
の選択などの意見があった。

・試験価格の値上げや、材料開発時での模型箱試験の実施は実施可能機関や実施費用の問題がある
ことから、簡便な評価方法を求める意見が多かった。
・品質管理のためのボンブカロリメータの導入、あるいは評価方法への適用を望む意見も相当数あった。

・多様な火災に対する性能を確認したいという要望がある。
・簡便な試験方法を求める声も多い。
→材料の多様性への適用を考えると、両立が難しい検討項目が提示されたものと考えられる。
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F２８ 避難施設等の合理化に係る検討

◎防火材料の評価方法に関する検討

令和６年度
建築基準整備促進事業成果報告会
F２8避難施設等の合理化に係る検討

② 模型箱試験・発熱性試験の実施

試験体
1 普通石膏ボード12.5mm厚
2 けい酸カルシウム板

0.8FK 10mm厚
3 アルミ樹脂複合板 4mm厚
4 難燃処理木材（横張り）
5 難燃処理木材（縦張り）
6 不燃ウレタン
7 不燃ウレタン（表面耐火コート）

不燃材料の評価ルールを確立するためのデータ収集を目的として、下地基材として一般的に使用
されている材料及び、有機質を含む各種材料を使って試験を実施した。

より、広範囲な材料に対して
試験データを収集する。
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F２８ 避難施設等の合理化に係る検討

◎防火材料の評価方法に関する検討

令和６年度
建築基準整備促進事業成果報告会
F２8避難施設等の合理化に係る検討

1 普通石膏ボード12.5mm厚

不燃材料の評価ルールを確立するためのデータ収集を目的として、下地基材として一般的に使用
されている材料及び、有機質を含む各種材料を使って試験を実施した。

② 模型箱試験・発熱性試験の実施
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F２８ 避難施設等の合理化に係る検討

◎防火材料の評価方法に関する検討

令和６年度
建築基準整備促進事業成果報告会
F２8避難施設等の合理化に係る検討

3 アルミ樹脂複合板4mm厚

不燃材料の評価ルールを確立するためのデータ収集を目的として、下地基材として一般的に使用
されている材料及び、有機質を含む各種材料を使って試験を実施した。

② 模型箱試験・発熱性試験の実施
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F２８ 避難施設等の合理化に係る検討

◎防火材料の評価方法に関する検討

令和６年度
建築基準整備促進事業成果報告会
F２8避難施設等の合理化に係る検討

5 難燃処理木材（縦張り）

不燃材料の評価ルールを確立するためのデータ収集を目的として、下地基材として一般的に使用
されている材料及び、有機質を含む各種材料を使って試験を実施した。

② 模型箱試験・発熱性試験の実施
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F２８ 避難施設等の合理化に係る検討

◎防火材料の評価方法に関する検討

令和６年度
建築基準整備促進事業成果報告会
F２8避難施設等の合理化に係る検討

7 不燃ウレタン（表面耐火コート）

不燃材料の評価ルールを確立するためのデータ収集を目的として、下地基材として一般的に使用
されている材料及び、有機質を含む各種材料を使って試験を実施した。

② 模型箱試験・発熱性試験の実施
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F２８ 避難施設等の合理化に係る検討

◎散水設備による防火対策緩和の可能性に関する調査検討検討

令和６年度
建築基準整備促進事業成果報告会
F２8避難施設等の合理化に係る検討

通常のスプリンクラー設備に比して負担が少ない設備として有力な候補と思われる水道連結型スプ
リンクラー設備やパッケージ型自動消火設備等を念頭に、当該設備の概要や火災抑制性能に関する
既往の知見を整理し、通常スプリンクラー設備の設置よって緩和措置がとられる基準に対する適用
の可能性について整理した。
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F２８ 避難施設等の合理化に係る検討

◎散水設備による防火対策緩和の可能性に関する調査検討検討

令和６年度
建築基準整備促進事業成果報告会
F２8避難施設等の合理化に係る検討

水道直結型スプリンクラー設備

・防火区画の緩和
水道連結型スプリンクラーは散水量が少なく、火災抑制効果が弱いため、消火ではなく延焼抑制
のための設備と想定していることから、消火奏効率を十分に低く設定する、あるいは、消火には
寄与せず、F.O.抑制の効果のみを評価する必要がある。

・内装制限の緩和
内装仕上げの条件によって効果が異なる。内装全面的に木材が利用されている場合には水道連結
型スプリンクラーは効果が小さいが、天井を不燃とした場合には、限定的ではあるが、燃焼拡大
を抑制する効果が確認できた。水道からの供給が継続できる利点を取り上げた検討が必要である。

パッケージ型自動消火設備

・防火区画の緩和
規模条件によっては消火性能と延焼防止性能を有していることが試験により明らかとなっている。
ただし適用対象が、居室が小規模に区画されている用途のみであり、その背景を確認の上、建築
基準の緩和においても適用対象を検討する必要がある。

・内装制限の緩和
消火薬剤の放射時間が短く、完全に消火しきれず残炎が残る場合、消火薬剤の放射終了後も必要
な時間、内装の燃焼拡大抑制効果は期待できるか否かについては懸念が残る。

通常スプリンクラー設備の設置よって緩和措置がとられる基準（防火区画面積、内装制限）に対す
る適用の可能性について整理した。
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F２８ 避難施設等の合理化に係る検討
令和６年度
建築基準整備促進事業成果報告会
F２8避難施設等の合理化に係る検討

排煙設備：性能的合理化案検討の継続
防火材料：模型箱試験、発熱性試験の継続
散水設備：種々の散水設備の性能整理、評価法への適用ケーススタディ

令和７年度の検討内容

令和６年度の検討結果概要

排煙設備
・現行規定の設立時の検討内容について、当時の文献等に基づいて分析を行い、建築物の避難
安全性能確保に対する効果について定性的・定量的な評価を試み、合理化に必要な検討項目
を提示した。

・合理化案（ルートA2）の概要を示した。
・一方で、設計者側のニーズとして、法令告示化すべき項目を調査した。

防火材料
・現行の不燃材料の評価方法（試験方法）に対する材料製造者の考え方を調査した。その結果、
より実火災に近い状況を想定した評価方法を望む声が多かった。一方で簡便は試験方法を求
める意見も多数あった。

・模型箱試験を実施して、不燃材料評価方法の構築に必要なデータ収集を行った。

散水設備
水道連結型スプリンクラー設備やパッケージ型自動消火設備の概要及び火災抑制性能に関する
既往の知見を整理し、通常スプリンクラー設備の設置よって緩和措置がとられる基準に対する
適用の可能性について整理した。


